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˔日本施設基準管理士ڠ会 会報ࢽ「1SPGeTTJPOBMT」
　 　日本施設基準管理士協会発行の「1SPGeTTJPOBMT」は、施設基準管理士の会員向けに配布している会報誌です。
　現場からの実践報告、座談会、医療界で活躍している有識者へのインタビュー、新たに施設基準管理士を取得した会員　
　からのメッセージ、　リレーコラムなど、多彩な企画で構成されています。
　　施設基準管理のプロフェッショナルとして、施設基準管理士の活躍の一端を、会報誌を通じて紹介しています。
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関連書籍の͝঺հ

改గ版　θロからはじめる施設基準の教Պ書
˙ฤ　：　一般社団法人 日本施設基準管理士協会
˙  ൃ 経営書院　　˙定価：1,980：ߦ 円（税込）　■B5判 /280 頁

　          「施設基準」は多ذにわたり、複雑で診療報酬改定のたびに変ߋされ「解釈が難しい」「ルールが
         複雑」「どのように学΂ばよいのかわからない」などの声があります。
　        そこで 初心者に向け l 教Պ書⁘として本書を発ץしました。初心者だけでなく病院経営や施設
         基準にかかわるす΂ての人にとって必携の一࡭です。

2025.12（1,000）

改గ2版  看護管理者が知っておきたい「様式 �」の基礎講座
˙؂म：福井トシ子　
˙ฤஶ：一般社団法人 日本施設基準管理士協会
メディカ出版　˙定価：3,080：ߦൃ˙ 円（税込）■B5判 167 頁

　　　　様式 � とは、入院基本料や特定入院基本料の請求のため、看護師の人数やۈ務時間、患者数な
　　　　ど日常の管理を記࿥し、地方厚生局に提出する重要な届出書類のことです。当協会では、ࠃ内　
　　　　で初めて「様式９」を解説した書੶をฤ著しました。看護師の複雑なۈ務管理の基本知識の習
　　　　得と実ફ力の向上に役立つ一࡭です。

施設基準管理士®
医療機関の施設基準管理等を総合的に管理・運用する医療マネジメント職

7PM.17 2025. 3. 17発行
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　日頃より当協会の活動にご理解、ご支援をいただき、誠にありがとうございます。2025年度から「施設基準管理士」の資
格者数がついに1,600名を超えました。ここ数年は事務職だけでなく医療従事者の方々も資格を取得する傾向にあります。
　その背景には、施設基準の要件が複雑化・多様化し、届出の多くが事務職だけでは解決できないことも要因の１つに挙げ
られるのではないでしょうか。診療報酬制度は、これまでにない大きな変革期を迎えており、施設基準の要件をクリアする
難易度が今後もさらに高まっていくことは間違いありません。
　当協会では医療業界にかかわる皆さまが現場で直面する課題を克服するために、最大限のご支援ができればと考えていま
す。施設基準管理士が活躍することで、より良い医療の実現につながることを心より願っております。

代表理事　田中利男  株式会社 産労総合研究所  医事グループ 局長

　診療報酬の改定に伴う医療環境の複雑化は、施設基準管理士にとっても新たな挑戦であり機会でもあります。
　私たちの協会の活動は、施設基準管理士の資格取得プロセスとその後の経験を通じて、事務職の価値を高め、マネジメン
トスキルを向上させる重要なプラットフォームとなると考えています。また、施設基準に関する深い知識とその効果的な管
理は、病院経営において極めて重要な役割を果たし、病院だけでなく医療業界全体の価値向上にもつながります。　
　さらに、マネジメントスキルと病院運営に関する知識を磨くことで、病院運営のエキスパートとして成長し、医療の質を
向上させることができます。施設基準管理士の活動は医療業界において不可欠であり、その努力と成果はこれからさらに注
目されることと思います。私たちは、施設基準管理士のこれからの成長と成功を心から支援し、応援しています。

理事　久保田　巧 一般社団法人 上尾中央医科グループ協議会 総局長

　令和６年度の診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料は、主に医療に携わる薬剤師、看護師等の資格職を中心とし
た職員に、実際に過去１年間に医療機関より支給された給与を基に、過去3カ月間の初診料等、再診料等の算定実績から、
新たな診療報酬の増額分が試算される仕組みとなっています。
　各医療機関では、賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の作成並びに地方厚生（支）局への提出、職員への周知が求め
られる施設基準となっていることから、施設基準管理士の役割は、増収のための届出を行うという面だけではなく、多職種
と連携し、病院経営を担う職員の賃金設定にもかかわる、いわば原価管理の側面が求められてきていると言えます。
　資格取得を目指す方々、すでに活躍している施設基準管理士の役割は、今後、ますます重要になると私は考えています。

理事　鈴木達也 医療法人社団青雲会 北野台病院 医事課長

　施設基準の正確な理解と運用は、医療機関の経営にあたり重要な要素ですが、施設基準の要件は複雑化しており、正確な
運用もとても難しくなっています。数多くの専門職が働く医療機関において、施設基準管理士は複雑な施設基準を把握し、
適切に診療報酬を請求できる状態を維持するリーダーという意味で、専門職といっても過言ではありません。
　施設基準管理士の有する専門知識は、今や経営になくてはならないものになってきました。また、届出業務に限らず、施
設基準の運用について経営層に建設的な提案をするなど、積極的に経営に関与していくことも期待されています。
　施設基準管理士の重要性は、今後さらに高まっていくことが予想され、活躍の場面も広がっていくと確信しています。

理事　佐藤　亮 Kollectパートナーズ法律事務所 代表弁護士

　医療制度改革や政策的視点など、病院経営の基盤となる診療報酬制度にもその動向は顕著に組み込まれてきました。
　医療法、医療計画など多くの政策を視野に入れ、自院の医療機能を最大限に活用し、中長期的病院経営の基盤を検討
することは不可欠となります。
　保険診療は、各種規定に則り、院内運用を確立させ、施設基準要件を網羅し、組織全体が健全な病院運営を図るためには、
総合的に管理やサジェストできるマネジメントリーダーが必要です。院内の専門分野である各部署が施設基準に精通す
る人材を育成し、組織構築することで、行政指導等の受審も適正に進めることができます。今後はさらに、多職種にお
ける施設基準管理士の資格取得が進むことを期待しております。

理事　長面川さより 株式会社 ウォームハーツ 代表取締役

　施設基準の適切な管理は、単なる届出や書類整理ではなく、医療の質向上と経営基盤の安定に直結する専門性の高い業務
です。診療報酬制度や医療政策は常に変化するため、最新の情報を的確に理解し、各部門と連携しながら運用していく能力
が求められます。
　こうした中で、施設基準管理士は「制度を理解し、現場を支え、組織全体を動かす」重要な役割を担う専門職です。その働
きは医療機関のみならず、患者さんや地域医療に大きな価値をもたらします。
　皆さまの取り組みは、医療機関の信頼を高め、より良い医療提供体制の構築につながっています。今後も、施設基準管理
士としての知識と視点を生かし、安心・安全で高度な医療が広く提供されるよう、医療機関を支える存在としてご活躍され
ることを心から期待しています。だからこそ、医療現場は皆さまの力を必要としています。

理事　本田親仁 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所 付属　永寿総合病院　事務長
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施設基準管理士は施設基準の届出等を
総合的に管理・運用する医療マネジメント職として

日本で唯一の資格

医療現場の
未来を支える人材を

　施設基準と聞いて「解釈が難しい」「ルールが複雑だ」「どのように勉強した
らよいのか分からない」と思われる方も多いのではないでしょうか。
　日本施設基準管理士協会では、こうした不安を少しでも解消するために、施
設基準を体系的に学び日常業務や現場運用の精度向上を図る資格制度「施設基
準管理士」を創設し、施設基準を遵守した適切な保険診療の実施・運用を推進
する活動を行っています。ぜひ、医療現場で求められる施設基準のプロフェッ
ショナルを目指してみませんか？

2　施設基準管理士 GUIDANCE

法人概要
名称　　一般社団法人 日本施設基準管理士協会
設立　　平成30年（2018年）1月
所在地　〒100- 0014　
　　　　　東京都千代田区永田町1-11-1 三宅坂ビル

事業内容
施設基準および施設基準管理に関する研究
施設基準管理に関する資格認定事業
施設基準管理に関する資格取得の支援事業
施設基準に関係する団体との協力事業

学術大会、講演会、展示会等の開催
施設基準に関する書籍、雑誌等の刊行
その他、本法人の目的達成に必要な事業



作 成

コミュニケーション能力
ファシリテーション能力
コーディネーション能力
オペレーション能力

病院職員が持っている知識を
可視化し、共有することで、
院内全体の医療の質向上を目指す

共同化

内面化

表出化

連結化

Knowledge management
ナレッジマネジメント

院内の医療従事者との連携
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わが国の診療報酬に定められている「施設基準」を正しく理解するためには、
体系的に知識を習得しなければなりません。
しかし、これまで施設基準を基礎から系統的に学ぶ場や教育機関が存在しませんでした。
そこで、2018年1月に一般社団法人日本施設基準管理士協会が、
新たな資格「施設基準管理士」を創設しました。
「施設基準管理士」は、病院が行う施設基準の届出等を総合的に
管理・運用する専門職で、日本で唯一の資格です。

作 成

施設基準管理士に求められるスキル

施設基準管理士の仕事

医療機関の施設基準を
総合的に管理するプロフェッショナル

安心・安全で高度な医療が広く提供されるために、
病院の施設基準を総合的かつ適正に管理・運用する、
それが「施設基準管理士®」　のミッションです。

施設基準の届出に関する書類
施設基準の適時調査などに関する資料
施設基準に定められている院内掲示物
施設基準に関する全般的な資料

施設基準に関する人員配置
施設基準に関する機器・設備のチェック
施設基準に関する書類の保管
施設基準に影響する診療報酬改定の分析

施設基準に関する情報収集
施設基準の情報を院内へ周知
施設基準を届け出る厚生局等との連携
施設基準に関して他施設との連携

医師・
歯科医師 医療ソーシャルワーカー

社会福祉士

看護師・助産師・
准看護師
看護補助者

薬剤師

理学療法士、
作業療法士、
言語聴覚士など

事務職

管理栄養士・
栄養士など

放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士

施設基準管理士は施設基準を適切に管理・運用するために他部署との連携が非常に大切です。
院内調整を図りながら企画や提案を行い、

最新の情報を発信していく重要な役割を担っています。

精神保健福祉士
公認心理師

施設基準管理士



申 込

4
●

申込みはホームページから
「施設基準管理士」の資格取得には、まず認定試験に合
格する必要があります。受験資格として年齢・学歴・
業務経歴等による制限はありません。個人でのお申し
込みも可能です。
認定試験の受験申し込みは、当協会ホームページか
らのWeb申請で行います。申し込み期間は、毎年8
～9月の2カ月です。

●

公認テキスト、eラーニング講習や
対策講座で自己学習
当協会では試験実施日前の約3カ月間、eラーニング
講習を開催しています。この講習は、実務でも活用でき
る『施設基準パーフェ
クトブック』が公認テ
キストとなります。　
認定試験に向けた学
習サポート「認定試験
対策講座」の動画配信
もあります。これらの
学習機会を有効に活用
し、自己学習を進めて
ください。

全国の会場で受験可能
毎年、11月の最終土曜日（午後半日）に試験を実施し
ます。認定試験の科目の区分けは、下記のとおりです。
基礎科目（100分）… 基本診療料、特掲診療料、食事、　
　　　　　　　　　　療担規則（差額ベッド、保険外
　　　　　　　　　　負担、掲示等）など、施設基準
　　　　　　　　　　管理に関する基礎的知識を問う
　　　　　　　　　　科目（選択式）。
専門科目（90分）… 様式９関連を中心とした施設基
　　　　　　　　　　準管理に関する専門的な知識・
　　　　　　　　　　技能を問う科目（選択式）。
　　　　　　 ＊2025年度時点。今後、見直す場合があります。

認定試験には、当協会編集の公認テキストである『施
設基準パーフェクトブック』のみ持ち込みが可能で
す。なお、『施設基準パーフェクトブック』は診療報酬
改定に合わせて改訂版を発行しており、認定試験に持
ち込める公認テキストは最新版のみとなります。 

●

ホームページで合格を確認したら
正式に登録
認定試験に合格された方には合格証明書を発行します。
合格証明書をお持ちの方が資格の登録を行うことで、
施設基準管理士の資格者証を発行します。登録を行わ
ないと資格者証の発行が行われず、施設基準管理士と
して名乗ることができませんのでご注意ください。
施設基準管理士として登録された方には、資格者証の
発行のほか、
・メルマガの配信
・会報誌の発行（年4回）
・会員専用ページや会員同士のメーリングリストの活用
・当協会が主催するイベントへの優先案内や料金の割引
などの特典が付与されます。
診療報酬改定などとともに、それぞれの病院で管理
すべき施設基準は変更されていきます。当協会では、
そうした改定・変更にも対応した資格制度として機能
させるため、施設基準管理士の資格に有効期限（３年
間）を設け、３年ごとに更新講習を受講していただ
きます。この更新講習を修了していただくことで、
取得した資格を継続することができます。

1 2
●

22 学 習 333 試 験 444 認定番号　　No.000000
氏　　名　　施設　太郎
交付年月日　　0000年4月1日
有効期限　　0000年0月0日

6　施設基準管理士 GUIDANCE 施設基準管理士 GUIDANCE　7

資格取得の流れ
認定試験は年1回、11月に全国の会場で同時に行われます。
北海道、東京、大阪、福岡のほか、主要都市で実施します。

8 ~9月

試験申込

8~11月

eラーニング講習受講
（認定試験対策講座）

11月

認定試験

1月

合格発表

3月

資格登録

4月1日

登録会員
●

登 録

●● ● ●●



九州地区

　日々の業務では告示や通知のどこに何が
書いてあるか探すことばかりですが、施設基
準を体系的に学んだおかげでコツをつかみ、
新しい通知が出てもすぐに理解できるように
なりました。
　また、厚生労働省の通知などは協会が配
信するメールマガジンですぐに確認できるた
め、多職種間での情報共有に重宝しています。
　今後は院内での届出内容の「見える化」に
取り組んで、新規届出の検討など経営にも
生かしながら、全国の施設基準管理士の仲
間づくりも進めていきたいです。

届出の「見える化」で
経営に尽力

医療法人誠和会　和田病院
医事課長　三村隆之　

近畿地区

資格取得後、なぜこの施設基準が求められ
ているかといった根拠を理解すべく、医療情
勢や患者への医療提供に幅広く興味を持つよう
になりました。
　しかし、実務では自身の確証バイアスにより
届出不備が発生したこともあり、まだ学ぶべき
ことが多いと感じています。　
　現在は入院計算業務を担当していますが、施設
基準管理を経験していることで診療報酬請求の見
え方が大きく変わっていることに気づかされました。
　これからも日本一の施設基準管理士を目指
し、日々精進していきます。

日本一の
施設基準管理士を目指して

市立豊中病院
医事課　主事　尾﨑祐紀　

中国四国地区

　施設基準管理の経験、知識はありませ
んでしたが、人事異動により担当者にな
りました。知識が乏しく不安な日々を過
ごしていましたが、施設基準管理士を目
指して学ぶ中で、少しずつ業務面での自
信もついていきました。
　資格取得後は他施設の施設基準管理士
の方々との交流もあり、特に診療報酬改
定時には情報交換を行っています。院内
でも施設基準管理担当者として、着任当
初よりは信頼していただけているように
感じています。

資格が自信と信頼に

岡山市立市民病院
総務課　主任　中田悠太　

関東甲信越地区

　看護師から事務職になり、「どう仕事を
していきたいのか？」と悩んでいた時に施
設基準管理士の資格を取得しました。
　すると、研修や他院の方との情報交換
の場に参加する機会が増え、「看護の経験
を生かした仕事をしていこう」と思えるよ
うになりました。この資格との出会いが、
自分を成長させ脱皮するきっかけになっ
たと思います。
　「脱皮できない蛇は滅びる」。巳年の私
はこれからも皮を脱ぎ進化を続けていけ
るようがんばりたいです。

脱皮できない蛇は滅びる

飯田市立病院
医事課医事企画係　川手敬子　

北海道地区

　資格取得から5年間、コロナ禍や診療
報酬改定、適時調査など、施設基準の知
識を活用する場面が多々ありました。
　理解が困難なことにも直面しましたが、
つど協会から発信される有益な情報を得
て、乗り切ることができました。
　また複数いる管理士の存在も大きく、
同じ水準で話ができる仲間がいることは
非常に心強いです。施設基準管理は、攻
めと守りの姿勢が大事!　今後も協会や管
理士仲間に支えてもらいながら研鑽を積
んでいきます。

攻めと守りの姿勢が大事!

JA北海道厚生連　札幌厚生病院　
医事課　係長　若月優子　

東北地区

　「19億７千万円」この数字お分かりです
か？　令和４年度に保険医療機関が返還
した金額です。施設基準管理に精通した
者がいれば、対応できた無駄な金額です。
私は医事研究会代表として、県内外の医
事課職員へ指導をしてきました。
　以前は算定要件に時間を当てましたが、　
今は施設基準が複雑になり、その解説に
多くの時間を割いています。施設基準管
理士となり、本協会から旬な情報が届く
ようになり、理解を深めるのに多いに助
かっています。

管理に精通し
無駄な返還金をなくそう

安田病院
企画室　事務長　沼田周一　

都道府県別会員数

東海北陸地区
( 173名)

中国地区
(137名)

近畿地区
(276名)

九州地区
(222名)

北海道地区
(78名)

沖縄県地区
(15名)

四国地区
(51名)

東北地区
(88名)

関東甲信越地区
( 563名)

＊2025年5月1日　現在

合計　1,603 人
東海北陸地区

多くの施設基準は、医療の質を評価するドナ
ベディアンモデル「構造」「過程」「結果」と同様
に、3つの視点から構成されています。施設基
準管理士取得後は、この医療の質に「健全経
営」と「チーム医療」の視点を加え、５つの視点
で施設基準管理を行うことを心がけています。
　一つひとつの施設基準は「木」であり、それ
ら木の集合体である「森」は医療の質と考えま
す。施設基準管理士として、木を育てるため
に水や肥料を撒き（医療資源投入等）、全体
の森を適切に管理（施設基準や費用対効果の
確認等）し、この資格の持つ意義と病院経営
への攻守にわたる貢献度の最大化を目標とし
ています。

施設基準管理は５つの視点で

藤枝市立総合病院
医事管理課　管理係　主幹 塩澤裕司　
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活躍する
施設基準管理士たち
当協会に施設基準管理士として登録し、
全国で活躍している会員数は、1,603名を超えました（2025年5月1日現在）。
施設基準管理の重要性が浸透するとともに、会員数も増えています。
傾向として、認定試験に合格した約半数は施設基準管理経験のない方です。
また合格者の職種では事務職が8割以上と大多数ですが、次いで看護職が多く、
医師、薬剤師、医療ソーシャルワーカーなど他の医療従事者も徐々に増えています。
施設基準管理が他職種にとっても大切であるという認識が確実に広がっています。
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施設基準管理士は
全国各地の医療機関で
施設基準管理の

プロフェッショナルとして
活躍しています。

　受験者・合格者・合格率の推移



日本施設基準管理士協会では、
施設基準管理士の資質向上を図ることを目的に、
会員のスキルを高め、
専門職としてのさらなる成長を支援するため、
研修や動画配信などで、学びの場を提供しています。

以下の特徴があります。

更新講習 3年に1回、資格の更新として講習を
受講していただきます。

事例報告

意見交換

地域交流

学術集会

メーリングリスト

メルマガ

掲示板／管理士登録者検索／
資料ダウンロード／
疑義解釈検索など

3年更新時の
eラーニング講習

　試験に合格したことがゴールではありません。資格の
取得はスタートラインです。専門職として活躍し続ける
ためには、変化する社会やニーズに合わせて新たな知識
や技術を学び、継続的な学習に主体的に取り組むことが
重要です。
　特に施設基準管理は、２年に１回の診療報酬改定によ
る影響が大きく、アップデートし続ける必要があります。
たとえ施設基準管理の業務から離れた部署に異動したと
しても、施設基準管理士の知識、技術、能力は必ず仕事
に生かされます。
　常に最新の情報を取得し、さまざまな観点から、問題
を具体的な事例などを通して学び、仲間とともに経験を

※更新時アンケートより

施設基準管理士が病院経営のために役立つ資格である
ことを再確認できました。

施設基準管理士のあるべき姿、具体的な病院内での
役割など参考になりました。

施設基準取得に向けた取り組み方法や資格の価値向上だ
けでなく、一般的な仕事の進め方にも役立つ内容でした。

イベント その他

共有すること。当協会は施設基準管理士の「学び続ける」
を支援します。
　施設基準管理士
の 活 動 が、 患 者 に
とっての良質な医療
の提供と、病院経営
の 最 適 化、 さ ら に
は地域医療への貢
献、社会貢献へと、
可能性が広がって
いくことを期待して
います。

会員専用ページ

会報誌

対面とオンライン配信の
ハイブリッド式

現場の課題にタイムリーに情報提供すべきテーマについては、
講師や会員同士の交流が可能な対面形式に加え、オンライン配
信を実施しています。

動画配信
皆さんの関心が高く、反復学習が必要なテーマについては、
動画配信で情報提供しています。協会ホームページから過去
の研修動画と同様の方法で視聴できます。

専門職として “学び続ける”を支える

施設基準管理士としてのさらなる飛躍を目指して

教育支援カリキュラム、
更新講習で学び続け、
常にアップデート !

イベントを通して、地
域の仲間と知識や経
験を共有し、さらに
専門職として成長 !

患者への
良質な医療提供

病院経営の最適化

地域医療への貢献

認定試験に合格後、
登録をして
施設基準管理士に !
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教育支援カリキュラム 会員限定コンテンツ
施設基準管理士の資格取得後は、
さらなる飛躍を目指すために自らアウトプットする場や、
会員同士の交流会、会員専用ページの掲示板などで意見交換ができ、
資格の更新をはじめ、ほかでは手に入らない情報をインプットできるなど
大きなメリットがあります。



地域部会は全国 7ブロックで活動中 ! ! 施設基準管理士 AWARD（表彰）

イベントやセミナー開催、学術集会などで広報活動
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　地域部会は会員が近隣の施設基準管理士の仲間と交流
を深め、情報や経験を共有し、1 人ひとりの業務に生か
しながら、自らの活動を発展させることを目的として、
地方厚生局の管轄範囲を単位に設立されました。
　7 つのブロックの地
域部会ごとに事務局を
おき、部会長、副部会
長、会計などの役割を
担ってもらいながら、
年に数回の勉強会や交
流会を開催しています。

教育支援カリキュラム
地域部会の活動 AWARDや学術集会活動など

　同じブロックという強みを生かし、適時調査での質問
や指摘、厚生局への疑義回答も共有することができま
す。参加者から「１人で 担当しており相談先がない中、
他施設の取り組みを聞けて刺激になった」「同じ悩みを抱

えている方と交流でき
てよかった」などの声
があり、ネットワーク
ができることで会員同
士のつながりが 深まっ
ています。　

　当協会では、施設基準管理士としての取り組みを応
援するプロジェクトとして、年に 1 回「施設基準管理士
AWARD」を開催しています。
　主に、施設基準管理、適時調査の対応、新規基準の
届出、院内組織体制の構築、診療報酬改定対応など、
施設基準管理士としてのさまざまな活動をレポートし
ていただき、審査を経て、優れた取り組みをされた会員
を表彰し、その活動をより多くの方に知ってもらうこと
を目的としています。

　当協会では、施設基準管理士としての専門性を生かし、医療関連の学術集会などで発表することを支援しています。
また、医療関連のイベントやオンラインセミナーなどを開催し、施設基準管理士の活動や重要性をアピールしています。

全日本病院学会でシンポジウムを開催

日本看護管理学会で交流集会を開催

最優秀賞、優秀賞、代表理事特別賞にはクリスタルトロフィーを授与

近畿ブロックでの交流会では、グラフィックレコーディングを取り入れました　近畿ブロック

東海北陸ブロック北海道ブロック

看護職を対象に様式 9のオンラインセミナーを開催

▲病院に表敬訪問してトロフィー授与
　左：田中代表理事、
　右：2025年度最優秀賞の尾﨑さん



高速再生機能
通常速度に加え、0.5倍速、1.5
倍速　、2.0倍速の再生が可能。

確認テスト
これまで学習した内容を振り返りながら問題を解くことで、自身
の理解度を確かめるのに最適です。実際の試験と同様の形式なの
で出題傾向も分かり、受験対策としても十分に活用できます。

学習教材の活用法① 
施設基準パーフェクトブック

＊画面はサンプルです。

＊画面は
  サンプルです。

施設基準管理士養成 e ラーニング講習
　はじめて施設基準を学ぶ方や施設基準管理士を目指す
方に向けた e ラーニング教材をご用意しています。スマー
トフォンやタブレット、パソコンなどインターネット環
境があれば場所や時間を気にせず受講することができ、
自分のペースで進められます。
　「施設基準管理士養成 e ラーニング講習」は施設基準の
基礎知識や様式９、看護必要度について重点的に学ぶこ
とができ、講義の最後には「確認テスト」が用意されて
いるので習熟度を確認しましょう。
　講習会のテキストは実務でも使える『施設基準パー
フェクトブック』です。講習ではテキストの該当ページもお伝

認定試験対策講座
　認定試験対策講座は施設基準管理士認定試験を受験す
る方を対象に開催しています。過去問題や練習問題に
取り組むためのオンデマンド配信教材です。ベテラン
の講師が講義を担当しており、問題を解くために必要
な知識や計算方法を丁寧に解説しています。

 　『施設基準パーフェクトブック』は施設基準に関する実務書であり、施設基
準管理士認定試験に持ち込みが可能な唯一の公認テキストです。
　診療報酬改定に合わせて２年に一度改定しており、告示や通知、関連する
疑義解釈や補足資料などが一目で分かる構成となっています。
　実務で生かせる施設基準に関連する法令や届出様式のほか、認定試験対策
に活用できる過去問題集も掲載されており、施設基準管理士の業務に欠かす
ことができない書籍です。

見やすいレイアウト

検索性の高い目次

充実した補足資料

　告示と通知を色分け、改定部分に下線、重
要なポイントは太字で表記しています。
　さらに、それぞれの項目に対する主要な疑
義解釈が盛り込まれています。

　適時調査の重点項目、届出の要／不要、区分・
様式番号などを一覧化し、さまざまなシーンで活
用できます。

　さらに本書の目次（図表 ６）は、「施設基準の告示、通知」「適時調査の重点項目（★印）」「新設項目（○印）」「届
出不要（◆印）」「区分・様式番号等」が一目で分かるように一覧表形式になっています。

新設項目
（○印）

届出不要
（♦印）

区分・
様式番号等

施設基準の
告示、通知

※目次の適時重点項目の「★」は、各厚生局ホームページの適時調査のページに掲載されている
「当日準備していただく書類」に記載されている項目に該当します。

図表 ６　目次の構成

図表 ５　練習問題および答と解説

練習問題

《概要に関する問題》

問 １　次の記述で に当てはまるものを選べ。
基本診療料と特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、 単位で行う。

①　当該保険医療機関　　　②　届出病棟　　　③　入院基本料　　　④　法人　　　⑤　届出診療科

問 ２　施設基準届出受理後の措置について、当てはまるものを選べ。

①�　毎年10月 1 日現在で、施設基準の適合性を確認する。
②�　原則年 1回、受理後 6か月以内を目途に適時調査が行われる。
③�　病棟の種別ごとの病床数に対して、 2割以上の変動があった場合、変更届出を行う。
④�　届出の内容と異なった事情が生じた場合、当該月中に変更の届出等を行う。
⑤�　算定要件中の紹介割合、逆紹介割合について、暦月 ３か月を超えた一時的な変動は、即座に届出の変更は必
要ない。

《基本診療料に関する問題》

問 ３　基本診療料の施設基準において、 に当てはまるものを選べ。
算定要件中の逆紹介患者数は、文書を添えて紹介を行った患者数だが、 は除かなければならない。

①　情報通信機器を用いた診療のみを行った患者　　　②　診療のみを行った患者　　　③　労災保険の患者　　　
④　かかりつけ医がいる患者　　　⑤　救急自動車で搬送された患者

問 ４　地域包括診療加算 １の施設基準について、誤っているものを選べ。

①�　健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨を院内掲示している。
②�　当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した常勤医師を配置していること。
③�　在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の往診等の体制を確保していること。
④�　当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
⑤�　当該患者に対し院外処方を行う場合は、24時間対応をしている薬局と連携していること。

問 ５　病院の入院基本料の施設基準において、 に当てはまるものを選べ。
1 病棟あたりの病床数については、原則 床以下を標準とする。

①　５0　　　②　５５　　　③　60　　　④　6５　　　⑤　７0
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《概要に関する問題》

問 １ ― 答：①
（解説）　①が当てはまる根拠
　・基本診療料および特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
　「第 2届出に関する手続き」
1 �　基本診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位で行うも
のであること。（P.●）
1 �　特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該
保険薬局単位で行うものであること。（P.●）

問 2 ― 答：②
（解説）　②が当てはまる根拠
　・第 ３ 届出受理後の措置等（P.●）
　②に該当⇒・�第 ３ 　 ３届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い（原則として年 １回、受理後 ６か

月以内を目途）、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適
正を期するものであること。

①③④⑤が誤りの理由と根拠
　①に該当⇒・�基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて第 ３　 ５届出を行った保険医

療機関は、毎年 ７月 １日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものである
こと。

　　　　　　➡毎年１０月 １ 日が誤り。（正しくは「毎年 ７月 1日」）
　③④⑤に該当⇒・�第 ３　 1届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさ

なくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は
遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその
都度届出を行う。（病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの病床数に対し
て １ 割以上の病床数の増減があった場合等のことであるが、これに該当しない病床数の変更の場
合であっても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合には、当然、変更の届出
は必要である。……ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。

　　　　　　　　⑹算定要件中の紹介割合及び逆紹介割合については、暦月で ３か月間の一時的な変動。
　③➡「 2割以上の変動」が誤り。（正しくは「 1割以上の病床の増減（変動）」）　
　④➡「当該月中」が誤り。（正しくは「遅滞なく」）　
　⑤➡�「即座に届出の変更は必要ない。」が誤り。（一時的な変動が認められているのは「 ３か月間」であり、「暦月

３か月を超えた場合」には速やかな変更の届出が必要。）

《基本診療料に関する問題》

問 ３ — 答：①
（解説）　①が当てはまる根拠
　医科診療報酬点数表に関する事項
　A000　初診料　（P.●）　

答と解説

1828

第
５
章
そ
の
他
の
留
意
事
項
等

第５章　その他の留意事項等
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　また、過去の施設基準管理士認定試験をベースに作成した練習問題と、今回からは答に対する解説も新たに追加さ
れ、充実した内容となっています（図表 ５）。

※発刊後の訂正通知が公表された場合は、随時、経営書院のホームページに掲載します。

（4）

本書の利用方法
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「施設基準チェックリスト」「適時調査 調査書」「疑義解釈」などの Excel データがダウンロード
できる特典や、主な施設基準の比較表や実績を確認する計算式など充実した補足資料は、今
すぐ届出や管理に役立ちます。

えしながら進めていきますので、関連する部分はテキスト
でしっかり学ぶことができます。また、このテキストのみ
施設基準管理士認定試験に持ち込むことができます。

  総講習時間  ：約11時間程度
 申 込 方 法 ：日本施設基準管理士協会ホームページにて
　　　　　　  毎年 7月上旬に受付開始
 開 講 期 間 ： 8 月中旬～ 11月下旬　　　　　　　　　　　　　 　　
　　　　　　  （認定試験日の前日まで最長約３カ月間）
 受  講  料 ： 33,000 円（税込）
　　　　　　　　＊受講料には公認テキストの『施設基準パーフェクト　　
　　　　　　　　　ブック』や「認定試験対策講座」の料金は含まれてお
　　　　　　　　　　りません。別途ご購入、お申し込みください。

学習教材の活用法② 2024年度版は
３分冊になりました!
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編 集：一般社団法人 日本施設基準管理士協会
体 裁：B５判 ３分冊（セット販売のみ）
発 行：経営書院　　　　　　　　　　　　　　　
税込価格：19,800円

お申し込みは
こちらから

  受講時間：基礎科目（90 分）、専門科目（90 分）
  申込方法：日本施設基準管理士協会ホームページにて
　　　　　  毎年 7月上旬に受付開始
　　　      　   ＊「施設基準管理士養成 eラーニング講習」を受講され
                        た方のみ申し込み可能

  開講期間：8 月中旬～11月下旬
　　　　　　（認定試験日の前日まで最長約３カ月間）
  受 講 料：3,300 円（税込）
　　　　　 ＊詳細は当協会ホームページをご確認下さい。




